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第１章 総 則 

平成 23年 3月に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故に

おいては、放出された放射性物質の影響や避難を要する区域が極めて広範囲に及ぶこととなった。 

このことから、九州内に所在する原子力発電所で万一同様の事故が発生した場合、その規模

や風向きによっては宇土市内へ影響を及ぼす可能性がある。 

熊本県は、原子力災害対策特別措置法その他関係法令の趣旨等に基づき、原子力災害対策計

画を策定し、原子力防災に関する関係機関の事務又は業務の中で、市町村の事務又は業務を、

「原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発」、「原子力防災に関する専門知識を備え

た職員の養成」、「原子力防災に関する訓練の実施」、「屋内退避等に関する広報・指示」、

「避難所の開設・運営、必要に応じて警戒区域の設定等」、「健康相談及び医療体制の整備に

関する県への協力」、「住民への原子力災害に関する情報伝達」、「所在県からの避難の受入

れに関する協力」と定めている。 

そのため、本市においても原子力災害対策計画を策定することとする。 

第１節 計画の目的 

（ 全部 ） 

この計画は、九州内に所在する２原子力発電所から、放射性物質の異常な放出が起こった場

合又はそのおそれがある場合等（以下「原子力発電所事故等」という。）を想定して、本市に

おける必要な対策について定める。 

■九州内に所在する原子力発電所 

名称 所在地 

玄海原子力発電所 佐賀県玄海町 

川内原子力発電所 鹿児島県薩摩川内市 

第２節 計画の性格 

（ 全部 ） 

この計画は、原子力災害対策に関する具体的な事項について定めるものであり、本計画に記

載のない事項については、地域防災計画の他の計画により対応する。 

第３節 計画の見直し 

（ 全部 ） 

国においては、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、原子力災害対策に関する法

令や基本となる計画、ガイドライン等の見直しが進められている。 

今後、それらの内容や進捗状況を注視しつつ、本計画においても、必要な追補、修正等を行

っていく。 
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第４節 計画の周知徹底 

（ 全部 ） 

この計画は、市の職員及び防災関係機関に対し周知徹底を図るとともに、住民に対しても周

知を図るものとする。 

また、各関係機関においては、この計画を熟知し、必要に応じて細部の活動計画等を作成し、

万全を期すものとする。 

■原子力発電所と本市の位置関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＡＺ(原⼦⼒施設から概ね５ｋｍが目安) 
放射性物質の放出前から即時避難などの予防的

な防護措置を準備する区域 

ＵＰＺ(原⼦⼒施設から概ね３０ｋｍが目安) 
放射線量があらかじめ決めた数値を超えた場合

に、屋内への避難や区域外への避難ができるよ

う、事前に計画を⽴てる必要がある区域 
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第５節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域等の範囲 

（ 全部 ） 

１ 原子力発電所の概要 

■玄海原子力発電所 

ユニット １号機 ２号機 ３号機 ４号機 

所在地 佐賀県東松浦郡玄海町今村 

敷地面積 約 87 万 m2 

電気出力 55 万 9 千 kW 55 万 9 千 kW 118 万 kW 118 万 kW 

原子炉 
型式 加圧水型軽水炉（PWR） 

熱出力 165 万 kW 165 万 kW 342 万 3千 kW 342 万 3千 kW 

燃料 
種別 － － 

低濃縮(約 4%) 

二酸化ｳﾗﾝ 

ｳﾗﾝ・ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ 

混合酸化物 

低濃縮 

（約 4～5%） 

二酸化ｳﾗﾝ 

装荷量 － － 約 89 トン 約 89 トン 

営業運転開始日 昭 50.10.15 昭 56.3.30 平 6.3.18 平 9.7.25 

運転終了日 平 27.4.27 平 31.4.9 - 

 

■川内原子力発電所 

ユニット １号機 ２号機 

所在地 鹿児島県薩摩川内市久見崎町字片平山 

用地面積 約 145 万平方メートル（埋立面積約 10 万 m2を含む） 

電気出力 89 万 kW 89 万 kW 

原子炉 軽水減速・軽水冷却加圧水型（PWR） 

燃料 
種別 低濃縮（約 4～5%）二酸化ｳﾗﾝ 

装荷量 約 74 トン 約 74 トン 

営業運転開始日 昭 59.7.4 昭 60.11.28 
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２ 原子力防災対策を重点的に実施すべき地域の範囲 

防災資機材、モニタリング設備、非常用通信機器の整備、避難計画の策定等、原子力防災

対策を重点的に実施すべき地域の範囲については、原子力災害対策指針において示されてい

る目安を踏まえ、施設の特性、地勢等地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を勘案し、具

体的な地域を定めるものとする。 

以下は、原子力規制委員会が定めた区域である（原子力規制委員会「原子力災害対策指針」

より抜粋）が、宇土市においては、これらの区域内に位置していないため、該当しない。 

(1) 防的防護措置を準備する区域（ＰＡＺ：Precautionary Action Zone） 

ＰＡＺとは、急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避す

るため、緊急時活動レベル（「Emergency Action Level」以下「ＥＡＬ」という。表１を

参照。）に応じて、即時避難を実施する等、放射性物質の環境への放出前の段階から予防

的に防護措置を準備する区域のことを指す。 

ＰＡＺの具体的な範囲については、国際原子力機関（「International Atomic Energy 

Agency」以下「ＩＡＥＡ」という。）の国際基準において、ＰＡＺの最大半径を原子力施

設から 3～5km の間で設定すること（5km を推奨）とされていること等を踏まえ、「原子

力施設から概ね半径 5km」を目安とする。 

(2) 緊急時防護措置を準備する区域 

（ＵＰＺ:Urgent Protective Action Planning Zone） 

ＵＰＺとは、確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、ＥＡＬ、空中放射線や環境試

料中の放射線物質の濃度等の原則測定可能な値で表わされる運用上の介入レベル

（「Operational Intervention Level」以下「ＯＩＬ」という。表２を参照。）に基づき、

緊急時防護措置を準備する区域である。 

ＵＰＺの具体的な範囲については、ＩＡＥＡの国際基準において、ＵＰＺの最大半径は

原子力施設から 5～30km の間で設定されていることを踏まえ、「原子力施設から概ね 30km」

を目安とする。 
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■表１ 緊急事態区分と緊急時活動レベル ＥＡＬ：Emergency Action Level 

 現行の原災法等における基準を採用した当面のＥＡＬ 
緊急事態区分に 

おける措置の概要 

警
戒
事
態 

１．原子炉の運転中に原子炉保護回路の１チャンネルから原子炉停止信号が発信さ

れ、その状態が一定時間継続された場合において、当該原子炉停止信号が発信され

た原因を特定できないこと。 

２．原子炉の運転中に保安規定で定められた数値を超える原子炉冷却材の漏えいが起

こり、定められた時間内に定められた措置を実施できないこと。 

３．原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての主給水が停止した場合において、電動補

助給水ポンプ又はタービン動補助給水ポンプによる給水機能が喪失すること。 

４．全ての非常用交流母線からの電気の供給が１系統のみとなった場合で当該母線へ

の電気の供給が１つの電源のみとなり、その状態が 15 分以上継続すること、又は

外部電源喪失が３時間以上継続すること。 

５．原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能の一部が喪失すること。 

６．使用済燃料貯蔵槽の水位が一定の水位まで低下すること。 

７．原子炉制御室その他の箇所からの原子炉の運転や制御に影響を及ぼす可能性が生

じること。 

８．原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通

信のための設備の一部の機能が喪失すること。 

９．重要区域において、火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失する

おそれがあること。 

10．燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失するおそれがあること、又は、

燃料被覆管障壁若しくは原子炉冷却系障壁が喪失すること。 

11．当該原子力事業所所在市町村において、震度６弱以上の地震が発生した場合。 

12．当該原子力事業所所在市町村沿岸を含む津波予報区において、大津波警報が発表

された場合。 

13．オンサイト統括が警戒を必要と認める当該原子炉施設の重要な故障等が発生した

場合。 

14．当該原子炉施設において新規制基準で定める設計基準を超える外部事象が発生し

た場合（竜巻、洪水、台風、火山等）。 

15．その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがある

ことを認知した場合など委員長又は委員長代行が警戒本部の設置が必要と判断し

た場合。 

体制構築や情報

収集を行い、住民防

護のための準備を

開始する。 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

１．原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい

が発生した場合において、非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備

のうち当該原子炉へ高圧又は低圧で注水するもののいずれかによる注水が直ちに

できないこと。 

２．原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失すること。 

３．全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が３０分以上継続す

ること。 

４．非常用直流母線が一となった場合において、当該直流母線に電気を供給する電源

が一となる状態が５分以上継続すること。 

５．原子炉の停止中に当該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失すること。 

６．使用済燃料貯蔵槽の水位を維持できないこと又は当該貯蔵槽の水位を維持できて

いないおそれがある場合において、当該貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

７．子炉制御室の環境が悪化し、原子炉の制御に支障が生じること、又は原子炉若し

くは使用済燃料貯蔵槽に異常が発生した場合において、原子炉制御室に設置する原

子炉施設の状態を表示する装置若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の

機能の一部が喪失すること。 

８．原子力事業所内の通信のための設備又は原子力事業所内と原子力事業所外との通

信のための設備の全ての機能が喪失すること。 

９．火災又は溢水が発生し、安全機器等の機能の一部が喪失すること。 

10．原子炉格納容器内の圧力又は温度の上昇率が一定時間にわたって通常の運転及び

停止中において想定される上昇率を超えること。 

ＰＡＺ内の住民

等の避難準備及び

より時間を必要と

する住民等の避難

を実施する等の防

護措置を行う。 
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 現行の原災法等における基準を採用した当面のＥＡＬ 
緊急事態区分に 

おける措置の概要 

施
設
敷
地
緊
急
事
態 

11．炉心の損傷が発生していない場合において、炉心の損傷を防止するために原子炉

格納容器圧力逃がし装置を使用すること。 

12．燃料被覆管の障壁が喪失した場合において原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれ

があること、燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがあるこ

と、又は燃料被覆管の障壁若しくは原子炉冷却系の障壁が喪失するおそれがある場

合において原子炉格納容器の障壁が喪失すること。 

13．原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 10 条に基づく通報の判断基

準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出された場合（事

業所外運搬に係る場合を除く。）。 

14．その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすおそれがある

こと等放射性物質又は放射線が原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれ

があり、原子力事業所周辺において、緊急事態に備えた防護措置の準備及び防護措

置の一部の実施を開始する必要がある事象が発生すること。 

 

全
面
緊
急
事
態 

１．原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止する

ことができないこと又は停止したことを確認することができないこと。 

２．原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えい

が発生した場合において、全ての非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有す

る設備による注水が直ちにできないこと。 

３．原子炉の運転中に蒸気発生器への全ての給水機能が喪失した場合において、全て

の非常用炉心冷却装置及びこれと同等の機能を有する設備による注水が直ちにで

きないこと。 

４．原子炉格納容器内の圧力又は温度が当該格納容器の設計上の最高使用圧力又は最

高使用温度に達すること。 

５．全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が１時間以上継続す

ること。 

６．全ての非常用直流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が５分以上継

続すること。 

７．炉心の損傷の発生を示す原子炉格納容器内の放射線量又は原子炉容器内の出口温

度を検知すること。 

８．蒸気発生器の検査その他の目的で一時的に原子炉容器の水位を下げた状態で、当

該原子炉から残留熱を除去する機能が喪失し、かつ、燃料取替用水貯蔵槽からの注

水ができないこと。 

９．使用済燃料貯蔵槽の水位が照射済燃料集合体の頂部から上方２メートルの水位ま

で低下すること、又は当該水位まで低下しているおそれがある場合において、当該

貯蔵槽の水位を測定できないこと。 

10．原子炉制御室が使用できなくなることにより、原子炉制御室からの原子炉を停止

する機能及び冷温停止状態を維持する機能が喪失すること又は原子炉施設に異常が

発生した場合において、原子炉制御室に設置する原子炉施設の状態を表示する装置

若しくは原子炉施設の異常を表示する警報装置の全ての機能が喪失すること。 

11．燃料被覆管の障壁及び原子炉冷却系の障壁が喪失した場合において、原子炉格納

容器の障壁が喪失するおそれがあること。 

12．原子力事業所の区域の境界付近等において原災法第 15 条に基づく緊急事態宣言

の判断基準として政令等で定める基準以上の放射線量又は放射性物質が検出され

た場合（事業所外運搬に係る場合を除く。）。 

13．その他原子炉施設以外に起因する事象が原子炉施設に影響を及ぼすこと等放射性

物質又は放射線が異常な水準で原子力事業所外へ放出され、又は放出されるおそれ

があり、原子力事業所周辺の住民の避難を開始する必要がある事象が発生するこ

と。 

ＰＡＺ内の住民

避難実施等の住民

防護措置を行うと

ともに、ＵＰＺ及び

必要に応じてそれ

以遠の周辺地域に

おいて、射性物質放

出後の防護措置実

施に備えた準備を

開始し、計測される

空間放射線量率な

どに基づく防護措

置を実施する。 

出典：原子力規制委員会「原子力災害対策指針」 
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■表２ ＯＩＬと防護措置 

 基準の種類 基準の概要 初期設定値※１ 防護措置の概要 

緊
急
防
護
措
置 

ＯＩＬ１ 

地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、住民等

を数時間内に避難や屋内退避

等させるための基準 

500 μSv/h 

（地上1ｍで計測した場合の空間放射線

量率※２） 

数時間内を目途に区

域を特定し、避難等を

実施。(移動が困難な者

の一時屋内退避を含

む） 

ＯＩＬ４ 

不注意な経口摂取、皮膚汚

染からの外部被ばくを防止す

るため、除染を講じるための

基準 

β線：40、000 cpm※３ 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

避難又は一次移転の

基準に基づいて避難等

した避難者等に避難退

域時検査を実施して、

基準を超える際は迅速

に簡易除染等を実施。 

β線：13、000 cpm※４【1ヶ月後の値】 

（皮膚から数 cm での検出器の計数率） 

早
期
防
護
措
置 

ＯＩＬ２ 

地表面からの放射線、再浮

遊した放射性物質の吸入、不

注意な経口摂取による被ばく

影響を防止するため、地域生

産物※５の摂取を制限するとと

もに、住民等を 1 週間程度内

に一時移転させるための基準 

20 μSv/h 

（地上1ｍで計測した場合の空間放射線

量率※2） 

1 日内を目途に区域

を特定し、地域生産物

の摂取を制限するとと

もに 1週間程度内に一

時移転を実施。 

飲
食
物
摂
取
制
限
※
９ 

飲食物に係

るスクリー

ニング基準 

ＯＩＬ６による飲食物の摂

取制限を判断する準備とし

て、飲食物中の放射性核種濃

度測定を実施すべき地域を特

定する際の基準 

0.5 μSv/h※６ 

（地上1ｍで計測した場合の空間放射線

量率※2） 

数日内を目途に飲食

物中の放射性核種濃度

を測定すべき区域を特

定。 

ＯＩＬ６ 
経口摂取による被ばく影響

を防止するため、飲食物の摂

取を制限する際の基準 

核種※７ 
飲料水、牛

乳・乳製品 

野菜類、穀類、

肉、卵、魚、 

その他 
1 週間内を目途に飲

食物中の放射性核種濃

度の測定と分析を行

い、基準を超えるもの

につき摂取制限を迅速

に実施。 

放射性 

ヨウ素 
300 Bq/㎏ 

2、000 Bq/㎏※

8 

放射性 

セシウム 
200 Bq/㎏ 500 Bq/㎏ 

プルトニウム及

び超ウラン元素

のアルファ核種 

１Bq/㎏ 10 Bq/㎏ 

ウラン 20 Bq/㎏ 100 Bq/㎏ 

出典：原子力規制委員会「原子力災害対策指針」 

※１ 「初期設定値」とは緊急事態当初に用いるＯＩＬの値であり、地上沈着した放射性核種組成が

明確になった時点で必要な場合にはＯＩＬの初期設定値は改定される。 

※２ 本値は地上１ｍで計測した場合の空間放射線量率である。実際の適用に当たっては、空間放射

線量率計測機器の設置場所における線量率と地上１ｍでの線量率との差異を考慮して、判断基準

の値を補正する必要がある。ＯＩＬ１については緊急時モニタリングにより得られた空間放射線

量率（１時間値）がＯＩＬ１の基準値を超えた場合、ＯＩＬ２については、空間放射線量率の時

間的・空間的な変化を参照しつつ、緊急時モニタリングにより得られた空間放射線量率（１時間

値）がＯＩＬ２の基準値を超えたときから起算して概ね１日が経過した時点の空間放射線量率（１

時間値）がＯＩＬ２の基準値を超えた場合に、防護措置の実施が必要であると判断する。 

※３ 我が国において広く用いられているβ線の入射窓面積が 20cm2 の検出器を利用した場合の計数

率であり、表面汚染密度は約 120Bq/cm2 相当となる。 

他の計測器を使用して測定する場合には、この表面汚染密度より入射窓面積や検出効率を勘案

した計数率を求める必要がある。 
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※４ ※３と同様、表面汚染密度は約 40Bq/cm2 相当となり、計測器の仕様が異なる場合には、計数率

の換算が必要である。 

※５ 「地域生産物」とは、放出された放射性物質により直接汚染される野外で生産された食品であ

って、数週間以内に消費されるもの（例えば野菜、該当地域の牧草を食べた牛の乳）をいう。 

※６ 実効性を考慮して、計測場所の自然放射線によるバックグラウンドによる寄与も含めた値とする。 

※７ その他の核種の設定の必要性も含めて今後検討する。その際、ＩＡＥＡのＧＳＧ－２における

ＯＩＬ６を参考として数値を設定する。 

※８ 根菜、芋類を除く野菜類が対象。 

※９ ＩＡＥＡでは、ＯＩＬ６に係る飲食物摂取制限が効果的かつ効率的に行われるよう、飲食物中

の放射性核種濃度の測定が開始されるまでの間に暫定的に飲食物摂取制限を行うとともに、広い

範囲における飲食物のスクリーニング作業を実施する地域を設定するための基準であるＯＩＬ３、

その測定のためのスクリーニング基準であるＯＩＬ５が設定されている。 

ただし、ＯＩＬ３については、ＩＡＥＡの現在の出版物において空間放射線量率の測定結果と

暫定的な飲食物摂取制限との関係が必ずしも明確でないこと、また、ＯＩＬ５については我が国

において核種ごとの濃度測定が比較的容易に行えることから、放射性核種濃度を測定すべき区域

を特定するための基準である「飲食物に係るスクリーニング基準」を定める。 

 

３ 放射性物質又は放射線の放出形態及び被ばくの経路 

原子力災害対策を的確に実施するためには、放射性物質又は放射線の放出の形態及び住民

等の生命又は身体に危険を及ぼすこととなる被ばくの経路について理解しておく必要があ

る。 

(1) 原子炉施設で想定される放射性物質の放出形態 

原子炉施設においては、多重の物理的防護壁が設けられているが、これらの防護壁が機

能しない場合は、放射性物質が周辺環境に放出される。 

その際、大気へ放出された放射性物質は、気体状又は粒子状の物質を含んだ空気の一団

となり、移動距離が長くなる場合は拡散により濃度は低くなる傾向があるものの、風下方

向によっては本市にも影響が及ぶ可能性がある。 

また、特に降雨雪がある場合には、地表に沈着し長期間留まる可能性が高い。 

さらに、土壌や瓦礫等に付着する場合や冷却水に溶ける場合があり、それらの飛散や流

出には特別な留意が必要である。 

実際、平成 23 年 3 月に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故において

は、格納容器の一部の封じ込め機能の喪失、溶融炉心から発生した水素の爆発による原子

炉建屋の損傷等の結果、放射性セシウム等の放射性物質が大量に大気環境に放出された。   

また、炉心冷却に用いた冷却水に多量の放射性物質が含まれて海に流出した。 

したがって、事故による放出形態は必ずしも単一的なものではなく、複合的であること

を十分考慮する必要がある。 
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(2) 被ばく経路 

被ばくの経路には、大きく「外部被ばく」と「内部被ばく」の 2種類がある。 

これらは複合的に起こり得ることから、原子力災害対策の実施に当たっては双方を考慮

する必要がある。 

ア 外部被ばくとは、体外にある放射性源から放射線を受けることである。 

イ 内部被ばくとは、放射性物質を吸入、経口摂取等により体内に取り込み、体内にある

放射線源から放射線を受けることである。 

■外部被ばくと内部被ばく 

 

出典：福岡県「原子力防災の手引」 

 



第４部 原子力災害対策編 
第２章 防災活動体制 

- 392 - 

第２章 防災活動体制 

第１節 災害対策本部等の体制 

（ 全部 ） 

市は、以下の表に従って、警戒体制、災害警戒本部体制又は災害対策本部体制をとるものと

する。この場合において、関係する条例及び訓令に定めるもののほか、市地域防災計画の他の

計画を準用するとともに、県及び関係機関との密接な連携体制の確保を図る。 

■体制の種類と基準及び主な活動 

体制区分 配備基準 主な活動 

警戒体制 

① 発電事業者又は県から異常事態の連絡を受けた場

合で、引き続き情報収集の必要があるとき 

② 県の環境放射線モニタリングにより異常値が検知

された場合で、引き続き情報収集の必要があるとき 

・ 気象に関する警報が発

表された場合の警戒体制

（必要に応じて、体制の

強化を行う。） 

災害警戒 

本部体制 

① 発電事業者又は県から異常事態の連絡を受けた場

合で、本市への放射性物質の拡散等の影響が予想され

るとき 

② 県の環境放射線モニタリングにより異常値を検知

された場合で、九州内に所在する原子力発電所に起因

することが想定されるとき 

・ 風水害に関する災害警

戒本部体制（必要に応じ

て、体制の強化を行う。） 

災害対策 

本部体制 

① 本市内で、この計画等に基づく原子力災害対策を実

施する必要があるとき 

・ 風水害に関する災害対

策本部体制 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

（ 全部 ） 

市、県及び関係機関の業務は、市地域防災計画の共通編における事務又は業務に加え、原子

力災害対策に関して、特に下記に規定する事務又は業務とする。 

１ 市 

(1) 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

(2) 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 

(3) 原子力防災に関する訓練の実施 

(4) 屋内退避等に関する広報・指示 

(5) 避難所の開設・運営、必要に応じて警戒区域の設定等 

(6) 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 

(7) 住民への原子力災害に関する情報伝達 

(8) 所在県からの避難の受入れに関する協力 
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２ 県 

(1) 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

(2) 原子力防災に関する専門知識を備えた職員の養成 

(3) 原子力防災に関する訓練の実施及び市が行う訓練への助言 

(4) 環境放射線モニタリング体制の整備 

(5) 食品検査体制の整備 

(6) 健康相談及び医療体制の整備 

(7) 原子力災害に関する情報の収集及び関係機関への通報 

(8) 国の指示等による屋内退避等の実施に関する市への情報伝達及び関係機関間の調整 

(9) 県内において放射性物質による被害が生じた場合の対応の調整 

３ 熊本地方気象台 

(1) 災害対策本部等への気象情報等の提供及び解説 

４ 九州地方整備局 

(1) 陸路による避難が困難な場合の住民避難支援 

５ 自衛隊 

政府原子力災害対策本部指示に基づき、状況により次の事項を実施 

(1) 環境放射線モニタリングの支援 

(2) 県内で放射性物質による影響が生じた場合の対応支援 

６ 日本赤十字社（熊本県支部） 

(1) 健康相談及び医療体制の整備に関する県への協力 

７ 九州電力株式会社 

(1) 原子力災害に関する状況把握及び情報提供 
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第３章 災害予防計画 

第１節 情報の収集・連絡体制等の整備 

（ 全部 ） 

１ 情報の収集・伝達体制の整備 

市は、原子力発電所事故等に関して、できるだけ迅速に情報収集・連絡を行うため、発電

事業者である九州電力株式会社及び県との情報収集・連絡体制を整備する。 

また、市、県及び関係機関は、訓練の実施等により情報収集・連携体制の一層の充実を図る。 

２ 住民等への情報伝達体制の整備 

市及び県は、原子力発電所事故等における住民等への情報伝達が円滑に実施できるよう、

原子力発電所事故等の状況に応じて住民等に提供すべき情報の項目について事前に整理する。 

また、市及び県は、テレビ、ラジオのほか、インターネット、メール等の多様な通信手段

の活用体制の構築に努める。 

県は、避難行動要支援者に対し、災害情報が迅速かつ滞りなく伝達されるよう、周辺住民、

自主防災組織等の協力、情報通信機器の活用や情報伝達体制の整備について、市に助言する。 

さらに、県は、市町村等と連携し、必要に応じ住民等からの問い合わせに対応する相談窓

口が設置できるよう平常時から情報収集に努める。 

第２節 屋内退避等に係る体制の整備 

（ 全部 ） 

市及び県は、原子力発電所事故等において、屋内退避に係る情報収集・伝達が円滑に実施で

きるよう体制を整備する。 

なお、国の原子力災害対策指針の改訂等により避難等の必要性が示された場合、市及び県は、

関係機関と連携して避難体制の構築を図る。 

また、市は、避難行動要支援者の避難誘導・移送体制等の充実に努める。 

第３節 健康相談及び医療体制の整備 

（ 健康福祉部 ） 

市及び県は、県内の医療機関等と連携して、避難所等でのサーベイメーター等を用いた放射

性物質の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤服用（配布）お

よ b健康相談等の実施体制を整備する。 

また、市及び県は、専門的医療が必要な場合に備えて、原子力災害医療・総合支援センター、

原子力災害拠点病院等のスタッフからなる原子力災害医療派遣チーム等の派遣受入体制や専門

医療機関への搬送体制の整備を図る。 
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第４節 原子力防災に関する住民等への知識の普及・啓発 

（ 総務部 ） 

市は、県及び関係機関と連携して、住民等に対する原子力防災に関する知識の普及、啓発の

ため、次に掲げる事項について広報活動の実施に努める。 

１ 放射性物質及び放射線の特性に関すること。 

２ 原子力発電所施設の概要に関すること。 

３ 原子力災害とその特性に関すること。 

４ 放射線による健康への影響及び放射線防護に関すること。 

５ 緊急時に国、県及び市等が講じる対策の内容に関すること。 

６ 原子力防災に関する緊急情報及び屋内退避等の指示等の伝達方法に関すること。 

７ 屋内退避及び避難等に関すること。 

８ 緊急時にとるべき行動及び避難所での行動等に関すること。 

９ 被災した住民等に対する人権侵害の防止に関すること。 

10 安定ヨウ素剤の服用の効果等に関すること。 

11 その他原子力防災に関すること。 

第５節 防護資機材の確保 

（ 総務部・企画財政部・健康福祉部・経済部・建設部・支所 ） 

市は、県及び関係機関と連携して、必要な資機材等の確保に努める。 

第６節 防災訓練の実施 

（ 総務部・企画財政部・教育委員会・支所 ） 

市は、県及び関係機関と連携して、原子力防災に関する訓練を実施し、明らかになった課題

に関して防災関係マニュアルの改善等を行い、継続的に防災体制の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４部 原子力災害対策編 
第 4章 災害応急対策計画 

- 396 - 

第４章 災害応急対策計画 

第１節 情報の連絡 

（ 総務部 ） 

１ 市から住民への情報伝達 

市は、防災行政無線、広報車、ホームページ、メール等のあらゆる情報発信手段を活用し

て、地域住民に対し、原子力発電所事故等の状況及び必要に応じて屋内退避等の指示等の伝

達を行う。住民へ伝達する事項は、次の事項を基本とする。 

(1) 事故が発生した施設名（所在地）、事故の発生日時 

(2) 事故の状況と今後の予測 

(3) 発電事業者における対策状況 

(4) 所在県等における対策状況 

(5) 屋内退避等が必要となる区域 

(6) 市及び県の対策状況 

(7) 対象住民等がとるべき行動 

(8) その他必要な事項 

２ 相談窓口の設置 

市は、県と連携し、必要に応じて、市民等からの問い合わせに対応する相談窓口を設置する。 

第２節 住民避難等の防護活動 

（ 総務部・市民環境部・健康福祉部・経済部・建設部・教育委員会・支所 ） 

市は、国等の指示を受け、屋内退避等の指示を住民へ伝達する。 

なお、原子力災害と自然災害が複合的に発生する危険がある場合、市は、国、県及び関係機

関の意見も聞きながら、事故の状況、自然災害の状況などを総合的に勘案して、必要と判断し

た場合は、住民へ避難等を指示する。 

この場合、市は、県と協議のうえ、次の事項について調整を行う。 

１ 屋内退避を要する区域又は避難を要する区域の決定 

２ 避難先及び避難所に係る市町村間の調整 

住民の避難は、原則として、自家用車両を利用して行う。市及び県は、避難のための自家用

車両が不足する場合は、関係機関及び民間運送業者等に要請して避難用車両の確保に努める。 

住民避難に当たって、市は、避難行動要支援者の円滑な避難誘導、移送に十分留意する。 

なお、県及び県警察本部と連携し、緊急性の高い区域からの優先的避難の実施など、緊急輸

送の円滑な実施を確保するため、必要に応じて、交通規制等を要請する。 

また、迂回路の確保等についても連携して対応する。 
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感染症の流行下において、原子力災害が発生した場合、住民等の被ばくによるリスクとウイル

ス等の感染拡大によるリスクの双方から、住民の生命・健康を守ることを最優先とする。具体的

には、避難又は一時移転を行う場合には、その過程又は避難先等における感染拡大を防ぐため、

避難所・避難車両等における感染者とそれ以外の者との分離、人と人との距離の確保、マスクの

着用、手洗いなどの手指衛生等の感染対策を実施する。 

 

第３節 健康相談及び医療の実施 

（ 健康福祉部 ） 

市及び県は、必要に応じて、県内の医療機関等の協力を得て、避難所等でのサーベイメータ

等を用いた放射性物質の汚染検査（スクリーニング）、ふき取り等の簡易除染、安定ヨウ素剤

服用（配布）及び健康相談等を実施する。 

また、市及び県は、必要に応じて、原子力災害医療・総合支援センター、原子力災害拠点病

院等のスタッフからなる緊急原子力災害医療派遣チーム等の派遣要請や専門医療機関への搬送

を実施する。 
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第５章 災害復旧計画 

第１節 風評被害等の影響軽減 

（ 総務部・企画財政部・健康福祉部・経済部 ） 

市は、県等と連携し原子力被害による風評被害等の未然防止又は影響を軽減するため、必要

に応じて以下のような活動を行う。 

１ 農林畜水産業等の生産物について、放射能汚染状況を調査し、その結果を公表すること。 

２ 被ばく傷病者等の処置を行った医療機関の処置室等の汚染の有無を確認し、その結果を公表する

こと。 

３ 県内における農林畜水産業、商工業、観光業等及び地域経済への影響を把握すること。 

４ 県産品等に対する市場や消費者の動向を把握すること。 

５ 原子力被害による風評被害等の影響を軽減するために、農林漁業、地場産業の商品等の適

正な流通の促進のための広報活動を行うこと。 

第２節 住民健康相談 

（ 健康福祉部 ） 

市は、県及び医療機関と連携して、避難等を行った住民及び避難者の受入れに協力した住民

等の心身の健康に関する相談に応じるための体制をとる。 

第３節 放射性物質による汚染の除去等 

（ 総務部・企画財政部・市民環境部・建設部 ） 

市は、市内においても放射性物質の除染の必要があると認める場合は、国、所在県、県及び発

電事業者その他関係機関と連携して、放射性物質に汚染された物の除去及び除染作業を行う。 

第４節 支援措置その他 

（ 総務部・企画財政部・市民環境部・健康福祉部・経済部・建設部・教育委員会 ） 

被災者への支援措置その他必要となる事項については、原則として、市地域防災計画の風水

害対策編及び地震・津波災害対策編を準用して対応する。 

 

 

 

 

 

 


